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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

 ２．売上高には、消費税等は含まれていない。 

 ３．第56期及び第57期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載していない。 

回次 
第57期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第56期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（百万円） 19,521 91,851 

経常損失(△)(百万円) △320 △419 

四半期（当期）純損失(△)（百万円） △551 △1,183 

純資産額（百万円） 38,363 43,171 

総資産額（百万円） 126,887 132,016 

１株当たり純資産額（円） 778.13 775.53 

１株当たり四半期（当期）純損失金額

(△)（円） 
△11.81 △25.22 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 28.64 27.44 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
369 1,563 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△2,231 △1,865 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
1,874 261 

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（百万円） 
4,326 4,238 

従業員数（人） 4,209 4,510 
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２【事業の内容】 

 当社グループは当社及び子会社20社から構成されており、事業は住宅建材事業及び住宅設備機器事業を主たる事業

としている。 

 当第１四半期連結会計期間における、主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりである。 

＜住宅建材事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はない。 

＜住宅設備機器事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はない。 

＜プラント事業＞  

 主に給排水衛生機器、染色整理機械の製造、販売を行っていたプラント事業を営む株式会社ベルテクノ及び株式

会社ベル染色は、平成20年４月22日開催の取締役会の決議により株式を全て売却したことにより、当第１四半期連

結会計期間より事業の種類別セグメントから当該事業を除外している。 

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりである。 
  
 除外 

 主に給排水衛生機器、染色整理機械の製造、販売を行っていたプラント事業を営む株式会社ベルテクノ及び株

式会社ベル染色は、平成20年４月22日開催の取締役会の決議により株式を全て売却したために、連結の範囲から

除外している。 

 また、株式会社ベルテクノの子会社である株式会社ベルテクノプラント工業、株式会社関東ベルテクノ技研、

株式会社サンスタージャパン及び百特諾(上海)科貿有限公司も同様に連結の範囲から除外している。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員である。また、嘱託契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員は除いている。

２. 従業員数が当四半期連結会計期間において301名減少したのは、主として平成20年４月22日付で、プラント

事業の株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の株式の全てを売却し、連結の範囲から除外したことによ

るものである。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。また、嘱託

契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員は除いている。 

２. 従業員数が当四半期会計期間において233名増加したのは、主として平成20年４月１日付けで、住宅設備機

器事業の営業関係の従業員が当社に在籍出向したことによるものである。  

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 4,209   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,766   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は製造原価により表示している。 

    ２．セグメント間取引については、相殺消去している。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2）受注状況 

当社グループの生産は見込み生産を主体とし一部受注生産を行っているが、その比率は僅少であるため、記載を

省略している。 

  

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去している。 

    ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
(百万円）  

 合板床板 2,109 

 造作材  4,833 

 その他  4,761 

住宅建材事業 計 11,704 

住宅設備機器事業 2,646 

合計 14,350 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
(百万円）  

 合板床板 2,761 

 造作材  8,289 

 その他  4,677 

住宅建材事業 計 15,728 

住宅設備機器事業 3,793 

合計 19,521 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

販売高（百万円） 割合（％） 

 住友林業㈱ 2,317 11.9 

 三井住商建材㈱  2,177 11.2 
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２【経営上の重要な契約等】 

  

 当社は、平成20年４月22日開催の取締役会において、①当社の連結子会社であるＩＧＣ株式会社の普通株式を追加

取得することにより同社を完全子会社化し、同社株主との間で株式譲渡契約を締結すること、②ＩＧＣ株式会社の完

全子会社である株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の普通株式の全てを売却し、買主との間で両社に関する株

式譲渡契約を締結することを決議した。 

  

１ 株式取得及び売却の理由 

 当社は、連結子会社であるＩＧＣ株式会社(当社議決権所有割合53.3％)を通じて、平成18年11月20日より株式会社

ベルテクノに対して公開買付けを実施後、平成19年３月１日をもって同社を子会社化している。当社は、同社をグル

ープ化後、両社の強みを活かして機動的かつ効率的な経営体制を構築すべく、平成20年２月１日を期日として、ＩＧ

Ｃ株式会社のもとプラント事業(建築設備機器)を営む株式会社ベルテクノを分割会社として、プラント事業(染色整

理機械)を営む株式会社ベル染色、住宅設備機器事業を営む株式会社ベルキッチン及び株式会社ベルキッチンインタ

ーナショナルを承継会社とした会社分割を行った。 

 当社としては、ＩＧＣ株式会社を完全子会社とし、住宅建材事業と住宅設備機器事業の更なるシナジーを図るべく

意思決定の一本化及び当社グループと事業内容が相違し、かつ今後のグループとして相乗効果が望めないプラント事

業(建築設備機器及び染色整理機械)の整理を目的として、ＩＧＣ株式会社の普通株式の追加取得、株式会社ベルテク

ノ及び株式会社ベル染色の株式を売却することを決定した。 

２ 株式取得及び売却の内容  

 (1) 株式取得の内容 

① 株式を取得する会社の名称、事業内容、規模 

 名称 ＩＧＣ株式会社 

 主な事業内容 有価証券の取得及び保有に関する事業 

資本金 100百万円 

② 取得先、取得株式数及び取得前後の所有株式の状況  

 異動前の所有株式数    ８株(議決権所有割合53.3％)  

 取得株式数        ７株(取得先内訳：鈴木洋氏５株、鈴木喬氏２株)  

 異動後の所有株式数    15株(議決権所有割合100％) 

③ 株式取得の時期      平成20年４月22日 

④ 取得金額         2,999百万円 

(2) 株式売却の内容  

① 異動する子会社の概要 

 名称        (ⅰ)株式会社ベルテクノ(特定子会社)  (ⅱ)株式会社ベル染色 

 主な事業内容      建築設備機器事業           染色整理機械事業 

 資本金          2,137百万円              10百万円 

② 株式譲渡先の名称 

    ＢＴホールディング株式会社 

③ 譲渡先、譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

(ⅰ)株式会社ベルテクノ 

異動前の所有株式数    7,490,873株(議決権所有割合100％) 

譲渡株式数        7,490,873株(譲渡先：ＢＴホールディング) 

異動後の所有株式数    ０株(議決権所有割合０％) 

(ⅱ)株式会社ベル染色  

異動前の所有株式数    200株(議決権所有割合100％) 

譲渡株式数        200株(譲渡先：ＢＴホールディング) 

異動後の所有株式数    ０株(議決権所有割合０％) 

 ④ 株式譲渡日        平成20年４月22日 

 ⑤ 譲渡金額         1,000百万円 
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３【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものである。 

  

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、急激な原油や素材価格の高騰、米国のサブプライムローン

問題の影響が続くなか、ガソリン・食料品といった生活必需品の値上げが相次ぎ、家計への圧迫感から個人消費の

停滞感が漂う中で景気の減速感が懸念され、先行き不透明感が増大してきた。 

 住宅業界においては、昨年６月に施行された改正建築基準法による新設住宅着工戸数の激減は、一巡したが、景

気の減速感も加わり厳しい状況が続いている。 

 このような厳しい環境下、当社グループは、当期より木質建材から住宅設備機器までの窓口を一本化し、お客様

への利便性とサービスの向上、住宅建材事業と住宅設備機器事業との営業・物流拠点の統廃合やショールーム戦略

などシナジー効果の発現をめざして株式会社ベルキッチンの営業部門を当社の営業部門に組織統合している。一

方、プラント事業に関しては、住宅設備機器事業と異なり、今後、住宅建材事業とのシナジー効果が望めないと判

断し、株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の株式の全てを平成20年４月22日付けで売却した。 

 当第１四半期連結会計期間において当期投入の新製品としてキッチン扉やカウンターに床や建具と同じ木質素材

や木質材を使用し、リビング・ダイニングに合わせてキッチンまでトータルコーディネートしたトータルスタイリ

ングキッチン「スイージー」を発表し、船上展示商談会「ウッドワンフェア2008」を開催した。更に当社と株式会

社ベルキッチンとの製造部門間の技術交流も積極的に行って業務の効率化、コスト削減に努めているが、当第１四

半期連結会計期間では株式会社ベルキッチンの営業部門の統合に伴うシナジー効果が十分でなく、販売費の増加が

収益を圧迫し、当第１四半期連結会計期間の業績は厳しいものとなった。 

 しかし、新商品の投入と営業部門の統合に伴うシナジー効果は、第２四半期連結会計期間以降の業績向上として

現れるものと思われる。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は19,521百万円、営業損失39百万円、経常損失320百万円、

四半期純損失551百万円となった。なお、特別利益として未決済為替予約取引の評価益1,019百万円を計上し、特別

損失として連結子会社であるＩＧＣ株式会社が所有する株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の株式売却によ

り1,115百万円の子会社株式売却損を計上した。 

  

事業の種類別セグメントは、次のとおりである。 

 ① 住宅建材事業 

住宅建材事業は、当第１四半期連結会計期間において昨年６月に改正建築基準法が施行されて以降、厳しい状況

が続いており、前年同期と比較すれば、業績は厳しいものとなった。昨年度に投入した新製品であるＮＺ材を生か

した木のぬくもりを味わえる無垢ジュピーノシリーズの「息吹」やジュピーノの無垢フローリング、ＮＺ針葉樹合

板製のフローリング「コンビット グラード ストライプ」、デザインドアの「シンプルセレクション」などが好

調であった。当期の新製品の投入・拡販に努め、同時にコスト削減も行ったが、住宅建材事業の売上高15,728百万

円、営業利益85百万円となった。 

合板床板 

 売上高は、2,761百万円となった。主に大衆製品の床材の販売が低迷し、前年同期に比べ減収であった。また自

然の無垢材を基調としたジュピーノシリーズや傷のつきにくい加工を施した高機能の床材などの販売は、前年同期

に比べ微増となった。 

造作材 

 売上高は、8,289百万円となった。無垢を基調とし自然塗料で仕上げたジュピーノシリーズの拡販に努めた。昨

年度秋に発売したデザインドアの「シンプルセレクション」は好調であったが、その他の階段・ドア・収納などの

造作の販売が低迷し、前年同期に比べ減少となった。 

その他 

 売上高は、4,677百万円となった。主に国内は木軸、床版の販売は厳しく前年同期に比べ減収であったが、海外

子会社において、ニュージーランド国内は、減少したが、オーストラリアへ合板用の材料が横ばい、中東向け建設

用の材料、新たに韓国へ合板用の単板の販売が好調であった。 
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② 住宅設備機器事業 

 住宅設備機器事業は、国内市場では当第１四半期連結会計期間においては、住宅建材事業とのコラボレーショ

ンによる新製品の開発や船上展示商談会「ウッドワンフェア2008」の開催により、多くの来場者より好評を得

た。しかし、販売は前年同期と比較して、システムバスは微増であったものの、キッチンや洗面化粧台は、減少

した。国内の住宅業界の市場低迷の影響により、業績は厳しいものとなった。米国市場では、昨年度に引続きサ

ブプライムローン問題の影響もあり、厳しい実績となった。その結果、住宅設備機器事業の売上高は3,793百万

円、営業損失125百万円となった。 
  

 ※プラント事業に関しては、平成20年４月22日において連結子会社であるＩＧＣ株式会社が所有する株式会社

ベルテクノ及び株式会社ベル染色の株式を売却したことにより、当第１四半期連結会計期間の期首をみなし売却

日として連結の範囲より除いている。 

  

所在地別セグメントの業績はセグメント間の内部取引を含めて次のとおりである。 

  

(2) 財政状態の分析 

 第１四半期連結会計期間における連結財政状態は前連結会計年度に比べ、資産5,129百万円、負債321百万円、

純資産は、4,808百万円減少している。 

 主な要因は、当第１四半期連結会計期間に連結子会社であるＩＧＣ株式会社が所有する株式会社ベルテクノ及

び株式会社ベル染色の株式の売却によるものである。主な内訳科目として、資産は棚卸資産が1,718百万円、有形

固定資産が687百万円、無形固定資産が1,632百万円減少し、投資その他の資産が1,696百万円増加している。負債

は社債及び借入金が517百万円増加し、支払手形及び買掛金が478百万円減少している。純資産は利益剰余金と少

数株主持分の減少によるものである。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況  

当四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により369百万円増加し、投資活動により

2,231百万円減少し、財務活動により1,874百万円増加した。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末

に比べて87百万円の増加となり、四半期末残高は4,326百万円となった。 

 営業活動により得られた資金は、369百万円となった。収入の主な内訳は、減価償却費1,196百万円であり、支

出の主な内訳は税金等調整前四半期純損失232百万円、利息の支払額365百万円である。 

 投資活動により使用した資金は、2,231百万円となった。主な投資内容は国内及びニュージーランド子会社にお

ける設備投資並びに山林の投資等に546百万円、連結子会社であるＩＧＣ株式会社の株式取得に2,999百万円支出

し、投資活動により得た資金は投資有価証券の売却による収入が641百万円、ＩＧＣ株式会社が所有する株式会社

ベルテクノ及び株式会社ベル染色の子会社株式の売却による660百万円である。 

 財務活動により得られた資金は、1,874百万円となった。主に子会社株式の購入及び運転資金を目的とする銀行

借入の調達によるものである。 

  

日本  売上高16,083百万円、営業損失528百万円 

米国 売上高 2,041百万円、営業利益169百万円  

ニュージーランド 売上高 3,455百万円、営業利益172百万円  

中華人民共和国 売上高 1,260百万円、営業損失  7百万円  

その他の地域 売上高 1,083百万円、営業損失  6百万円  
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第１四半期連結会計期間における当社グループの対処すべき課題については重要な変更はない。 

  

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりである。 

  

株式会社の支配に関する基本方針 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容 

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家による自由な取引が認められており、当社取締役会は、特定の

者による大規模な買付けに応じるか否かの判断は、最終的には、株主によってなされるべきと考える。 

しかしながら、昨今の上場株式の大規模な買付けの中には、株式を買い集め、濫用的な会社運営を行い、多数派

株主として自己の利益を追求することのみを目的とするものであったり、株主に当社の株式の売却を事実上強要

し、または、株主を真の企業価値を反映しない廉価で株式を売却せざるを得ない状況におくような態様によるも

の等の企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けも見受けられる。 

 当社の経営に関しては、当社グループが永年に亘り築きあげた林業及び総合木質建材製造並びに住宅設備機器

製造の経験、知識及び情報についての適切な理解及び顧客、取引先や地域社会からの信頼が不可欠であり、かか

る理解や利害関係者からの信頼なくしては、当社の企業価値の正確な把握及び今後の企業価値向上のための施策

の策定、並びにその成果の予測等は困難であると考えている。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

は、そのような当社の企業価値の源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解したうえで、当

社の企業価値ひいては株主の共同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければな

らないと当社は考えている。従って、当社の企業価値の源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分

に理解せずに、上記のような当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大規

模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考える。  

② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、上記①の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」

という。)の実現に資する取組みとして、以下の各取組みを実施している。 

 (a) 中期経営計画等 

当社は、子会社とともに、「業界一流のメーカーとして、本業を極め、本業に徹し、一流の商品をお客様にご

提供することを通じて、社会の発展に貢献する」を経営理念として、林業、並びに、建材の加工・製造、住宅設

備機器の加工・製造及び建築部材の設計・生産を行う総合建材製造業に従事し、顧客ニーズに沿った商品開発に

注力するとともに、自然環境の保護と社会の発展に貢献すべく企業活動を展開している。 

近年、環境問題に対する意識が高まるにつれて、木の伐採に対する否定的な意見が多くなっており、確かに、二

酸化炭素を吸収する森林の減少は大きな問題である。しかしながら、正しい林業とは、森林を減少させるもので

はなく、定期的な植林・間伐・伐採を繰り返す「輪伐施業」によって森林を若々しく保つ行為である。当社グル

ープはこうした理念の下、常に正しい林業のあり方を実践してきた。まさに、林業とはエコロジー産業であると

いう自負とともに、当社は企業活動を続けてきたものといえる。 

 また、当社は、伐った木を無駄なく使いたいという思いから、建材の加工・製造や建築部材の設計・生産を行

う総合木質建材製造業としても事業を発展させてきた。ここでも、地域共生や高齢化社会、シックハウス症候群

というさまざまな社会的課題に直面したが、常に積極的な姿勢で問題解決に取組み、時代に先駆けた解決策を提

示してきた。 

 そして、当社は、これからの厳しい競争時代に着実に業績を伸展させるべく、中長期的経営戦略として、(Ⅰ)

森林資源を保全する法正林施業(植林、育林、間伐、伐採)を採用したニュージーランドの育林事業により安定し

た原材料を確保し、(Ⅱ)貴重な資源を更に活かす為、高度な木材加工技術の更なる向上を図り、(Ⅲ)国内外の製

造ネットワークを更に整備し、効率的な運営とコスト低減を図り市場競争力を高め、(Ⅳ)高齢化社会とともに、

バリアフリー等の人に優しい住宅作りが進む中、顧客ニーズに沿って、安全・健康をテーマとした商品の開発・

拡販に努め、(Ⅴ)中華人民共和国の発展に伴う住宅需要増加を見込み、中華人民共和国も含めた日本以外での海

外販売の拡大、ブランド力ある商品の製造・販売に努めていく。 

(b) コーポレート・ガバナンスの状況 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社の経営理念を実践していく為、経営に対する考え方、仕事への取組み姿勢、判断の基準等をまとめ経営トッ

プを含めた全従業員の日々の規範とし、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこ

の規範等の充実、整備を進めていく方針である。 
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(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

(ア)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社は、監査役制度を採用している。５名の監査役(内社外監査役３名)により、取締役及び執行役員の職務

執行について、厳正な監視を行っている。 

 また、当社取締役会は、平成20年３月31日現在９名の取締役で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役

の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催している。また、経営効率を向

上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部

をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催している。 

 毎事業年度の経営計画については、全社計画を策定し、各部署において具体策を立案及び実行している。ま

た、業務執行の強化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入している。 

 内部統制については、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育

成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルー

ル等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進している。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するた

めの内部統制の仕組みを強化する。 

 会計監査は平成19年４月より西日本監査法人に依頼して、定期的な監査の他、会計上の課題については随時

確認を行い、会計処理の適正性に努めている。また、顧問契約に基づく顧問弁護士より法律問題全般について

必要に応じて助言と指導を受けている。 

 なお当社と当社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。 

 (イ)リスク管理体制整備の状況 

 当社の全体のリスク管理を推進するため、リスク管理担当の役員を置いている。担当役員は取締役総務人事

部長がこれにあたり、総務人事部が中心となり全社的なリスク管理体制の構築、運営、リスク管理に関する内

部監査の実施等を行っている。各部門においては、顕在的リスク及び潜在的リスクの検証を行い、リスク現実

化の未然防止策及びリスク現実化の際の対応策等を策定している。 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み 

当社は当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を確保し、又は向上させるために平成20年６月27日開催の

株主総会において第二回信託型買収防衛策（以下「信託型防衛策」）と第三回事前警告型買収防衛策（以下

「事前警告型防衛策」）の導入について承認を得ている。買収等に対して対抗措置の発動が必要であると判断

される場合には、原則として信託型防衛策が選択されるが、買収等の態様、租税法その他の法令上の制約等に

鑑み、信託型防衛策に代えて事前警告型防衛策が発動されることがある。従って信託型防衛策に基づく対抗措

置と事前警告型防衛策に基づく対抗措置が同時に発動されることはない。なお信託型防衛策及び事前警告型防

衛策の導入の目的及びスキームに関しては、当社のホームページ（http://www.woodone.co.jp/）のＩＲ情報に

掲載している平成20年５月27日付「第二回信託型買収防衛策及び第三回事前警告型買収防衛策の導入に関する

お知らせ」で閲覧することができる。 

  

(5) 研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、85百万円である。  

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。 

  

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し  

当社グループを取り巻く事業環境は、第２四半期連結会計期間も引き続き厳しい状況が続くものと思われる。

当社グループも第１四半期連結会計間は、売上高に関しては、当初の予想通りであったが、株式会社ベルキッチ

ンとの営業部門の統合やウッドワンフェアなどの販売促進費の増加により販売費が増加した。しかし、第１四半

期連結会計期間の販売促進活動の効果もあり第２四半期連結会計期間以降は、当初の計画以上に受注が増加して

いる。昨年度に投入した新製品である「息吹」「コンビット グラード ストライプ」「無垢階段」などを順調

に拡販し、船上展示商談会「ウッドワンフェア2008」で発表したキッチン扉やカウンターに床や建具と同じ木質

素材や木質材を使用し、リビング・ダイニングに合わせてキッチンまでトータルコーディネートしたトータルス

タイリングキッチン「スイージー」や６月から始めた水廻りを含む1棟丸ごと受注のキャンペーンは好調である。

 なお、収益面においては、低価格化が進むと思われるが、コストダウンにより対応していく。株式会社ベルキ

ッチンとの相乗効果は未だ充分とは言えないが、第２四半期連結会計期間中にショールームの改装を実施しシナ

ジー効果を出すべく努力していく。 
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第３【設備の状況】 
(1) 主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社ＩＧＣ株式会社が100％所有する株式会社ベルテクノ及

び株式会社ベル染色の株式を全て売却した。そのため、プラント事業を営む株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル

染色を連結の範囲から除いたことにより、当社グループの主要な設備から同社の設備が減少している。その設備の

状況は、次のとおりである。  

 （注）１．㈱ベルテクノプラント工業の土地のうち、青森工場については、青森県上北部七戸町より無償にて17,831㎡

の提供を受けている。 

 ２．前連結会計年度末の設備の状況を記載している。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

  

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

土地
建物及び
構築物 

（百万円)

機械装置 
及び運搬具 
（百万円) 

その他 
（百万円) 

合計
（百万円)

従業員数
（人） 

  
面積(㎡)

金額  
（百万円)

㈱ベルテクノ 

  

工場  

(愛知県一宮市) 
プラント事業 

給排水衛生機

器製造設備 
3,244 194 6 4 4 210 35 

東京支店 

他13ヶ所 
同上 販売設備 － － 1 － 2 3 53 

㈱ベルテクノ 

プラント工業 

工場 

(岐阜県美濃市) 
同上  

給排水衛生機

器製造設備 
10,074 324 210 24 4 564 189 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

（２）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

 ２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 196,839,384 

計 196,839,384 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 49,209,846 49,209,846 

東京証券取引所 

(市場第一部) 

大阪証券取引所 

(市場第一部)  

 － 

計 49,209,846 49,209,846 － － 

 株主総会の特別決議日(平成14年６月27日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数  82個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数  82,000株 

新株予約権の行使時の払込金額   １株当たり   740円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成16年７月１日～平成23年６月30日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するた

め、資本への組入れはない。  

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率
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３. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株

予約権割当に関する契約」で定めるところによる。 

  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

 ２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予

約権割当に関する契約」で定めるところによる。 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 株主総会の特別決議日(平成15年６月27日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数  173個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 173,000株 

新株予約権の行使時の払込金額  １株当たり   910円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日～平成24年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するた

め、資本への組入れはない。  

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。  

  ２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予

約権割当に関する契約」で定めるところによる。 

  

 株主総会の特別決議日(平成16年６月29日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数 185個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 185,000株 

新株予約権の行使時の払込金額  １株当たり 1,020円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成25年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するた

め、資本への組入れはない。  

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

 ２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予

約権割当に関する契約」で定めるところによる。 

  

株主総会の特別決議日(平成17年６月29日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数 500個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 500,000株 

新株予約権の行使時の払込金額   １株当たり  855円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成26年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するた

め、資本への組入れはない。  

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

  ２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３. 権利の譲渡及び質入れは認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予

約権割当に関する契約」で定めるところによる。 

４．組織再編行為時の取扱 

①当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合

併等」という。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新

株予約権」という。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立

する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全

親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができる。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとする。た

だし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」という。)において定め

た場合に限るものとする。 

②前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。 

(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付する。

(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数 

交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」という。)

は、次の算式により算出される。 

株主総会の特別決議日(平成18年６月29日)  

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数 500個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 500,000株 

新株予約権の行使時の払込金額  １株当たり 843円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成27年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するた

め、資本への組入れはない。  

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４ 

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株

式数を調整する。 

かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180

条第２項第２号の日以降、適用されるものとする。 

存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、

存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数

につき合理的な調整を行うことができる。 

(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時点における承継目的株

式数１株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」という。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継

行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は

次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げる。 

(d) 承継新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成20年７月１日)と合併等の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成27年６月30日)までとする。 

(e) 承継新株予約権の行使条件 

① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めない。 

② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとする。 

③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによる。 

(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 ① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40

条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の額(１円未満の端数は切り上げ

る。)とする。 

 ② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資

本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(g) 承継新株予約権の取得条項 

 ① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株

式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等

の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができる。 

 ② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが

確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株

予約権を無償で取得することができる。  

(h) 承継新株予約権の譲渡制限 

譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要する。 

承継目的 

株式数 
＝

合併等の効力発生直前

における目的株式数
×

合併契約等に定める当社株式１株に 

対する存続会社等の株式の割当ての

比率(以下「割当比率」という。) 

 調整後承継目的株式数 ＝ 調整前承継目的株式数 ×
株式分割又は 

株式併合の割合 

承継行使価額＝行使価額× 
１ 

割当比率 

調整後承継

行使価額 
＝

調整前承継 

行使価額 
×

１  

株式分割又は株式併合の割合 
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（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。  

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。  

また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  

３. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 

各新株予約権の一部行使はできない。 

退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約

権割当に関する契約」で定めるところによる。  

４. 組織再編行為時の取扱 

①当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併

等」という。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予

約権」という。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株

式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社

(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができる。この場合

においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、次号

の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」という。)において定めた場合に限る

ものとする。 

②前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。 

(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付する。 

(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数 

交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」という。)は、

次の算式により算出される。  

 株主総会の特別決議日(平成19年６月28日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数 395個(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 395,000株 

新株予約権の行使時の払込金額  １株当たり 633円(注)２ 

新株予約権の行使期間 平成21年12月28日～平成28年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格        633円 

資本組入額      317円 

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４ 

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

株式分割(または株式併合)の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株

式数を調整する。  

 かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180

条第２項第２号の日以降、適用されるものとする。 

存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、

存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数

につき合理的な調整を行うことができる。 

 (c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時点における承継目的株

式数１株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」という。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継

行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる１円未満の端数は切り上げる。  

ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は

次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げる。  

(d) 承継新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成20年７月１日)と合併等の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成27年６月30日)までとする。

(e) 承継新株予約権の行使条件 

① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めない。 

② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとする。 

③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによる。  

(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 ① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40

条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の額(１円未満の端数は切り上げ

る。)とする。  

  ② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資

本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(g) 承継新株予約権の取得条項 

 ① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株

式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等

の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができる。 

 ② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが

確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株

予約権を無償で取得することができる。  

(h) 承継新株予約権の譲渡制限 

譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要する。 

承継目的 

株式数 
＝

合併等の効力発生直前

における目的株式数
×

合併契約等に定める当社株式１株に 

対する存続会社等の株式の割当ての

比率(以下「割当比率」という。) 

調整後承継目的株式数 ＝調整前承継目的株式数×
株式分割又は 

株式併合の割合 

承継行使価額＝行使価額× 
１  

割当比率 

調整後承継

行使価額 
＝

調整前承継 

行使価額 
×

１  

株式分割又は株式併合の割合 

17



(注) １. 平成18年６月29日第54回定時株主総会及び平成19年６月28日第55回定時株主総会において、継続承認を得

ている。  

２. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。  

３． (1) 新株予約権者は、新株予約権の発行日から平成20年９月30日までの間に、当社の株券等保有割合(金融

商品取引法第27条の23第４項に定義される意味を有し、共同保有者の保有株券等を含めて算出され

る。)、または株券等所有割合(金融商品取引法第27条の２第８項に基づき、株券等の買付け等を行う

者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味する。)が20％以上となる者(以下「特

定大量保有者」という。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表する場合に限り、新株予約権を

行使することができる。 

     但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもっ

て、予め公表することにより上記「20％」の割合を引き上げることができる。取締役会は、かかる決

議に際しては、当社が別途定めるガイドラインに基づいて設置される特別委員会の勧告を最大限尊重

するものとする。 

   また、以下の各号に定める者は、特定大量保有者、ならびに、共同保有者及び特別関係者に該当しな

いものとする。 

  ① 当社 

   ② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則８条３項に定義される。) 

   ③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則８条５項に定義される。) 

   ④ 中間法人 

   ⑤ 中間法人が新株予約権を信託譲渡した場合の信託銀行及び信託会社 

⑥ その者が当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に定義される意味を有する。)を取得

し、保有することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者。但し、取

締役会は、かかる決議に際しては、当社が別途定めるガイドラインに基づいて設置される特別委

員会の勧告を最大限尊重するものとする。 

なお、本項において、共同保有者とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される意味を有

し、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される意味を有するものとする。 

(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3) 前二項にかかわらず、以下の各号に定める者は新株予約権を行使できないものとする。 

   ① 特定大量保有者 

   ② 特定大量保有者の共同保有者(金融商品取引法第27条の23第５項に定義される。) 

   ③ 特定大量保有者の特別関係者(金融商品取引法第27条の２第７項に定義される。) 

   ④ 中間法人 

   ⑤ 中間法人が新株予約権を信託譲渡した場合の信託銀行および信託会社 

株主総会の特別決議日(平成17年６月29日) 

  
第１四半期会計期間末現在  
（平成20年６月30日）  

新株予約権の数 100,000,000個(注)２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 100,000,000株 

新株予約権の行使時の払込金額  １株当たり      １円 

新株予約権の行使期間 平成17年７月11日～平成20年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格          1円 

資本組入額        1円 

新株予約権の行使の条件  (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 
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（３）【ライツプランの内容】 

  

(注) １. 新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、１株である。 

 ２. 行使期間の始期は、(注)３で定める行使条件が成就した日から２ヶ月間が経過する日とし、終期は平成23年

９月30日又は当該成就日から３ヶ月間が経過する日の何れか早い日である。 

３. (1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法27条の23第４項に定義される意味を有し、共

同保有者の保有株券等を含めて算出される。)、又は、株券等所有割合(金融商品取引法27条の２第８項

に基づき、株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味す

る。)が20％以上となる者(以下「特定大量保有者」という。)が現れたことを当社取締役会が認識し、

公表した日から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である株券等(金融商品

取引法27条の２第１項に定義される。)の買付け等(同項に定義される。)を行う旨の公告を行った者

で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令７条１項

に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計

して20％以上となると当社取締役会が認めた者(以下「特定大量買付者」という。特定大量保有者と併

せて、以下「特定株式保有者」という。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに

限り、新株予約権を行使することができる。 

但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもって、

予め公表することにより上記「20％」の割合を引き上げることができる。 

また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者及び特別関係者に該当しないも

のとする。 

①当社 

②当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則８条３項に定義される。) 

③当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則８条５項に定義される。) 

④当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社が認めた者で、かつ特定株式保有者

 となった後10日以内にその保有する株券等を処分等することにより特定株式保有者ではなくなった者

⑤自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特定株式保有者となった者(但し当 

 社の株券等をその後新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を除く。) 

⑥有限責任中間法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス 

⑦有限責任中間法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の

 当該信託を受託する信託銀行及び信託会社 

決議年月日 平成20年６月27日 

付与対象者 当社株主 

新株予約権の数 110,000,000個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 110,000,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円 

新株予約権の行使期間 (注)２ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額 

発行価格  １円 

資本組入額 １円 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

取得条項に関する事項 (注)４ 

信託の設定の状況 (注)５ 

代用払込みに関する事項 ― 
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⑧その者が当社の株券等(金融商品取引法27条の23第１項に定義される意味を有する。)を取得し、保有

 することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者  

なお、共同保有者とは、金融商品取引法27条の23第５項に定義される意味を有し、特別関係者とは、金

融商品取引法27条の２第７項に定義される意味を有するものとする。  

 (2) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3) 上記(1)及び(2)に拘わらず、以下の①から⑧に定める者は新株予約権を行使できないものとする。 

①特定大量保有者 

②特定大量保有者の共同保有者 

③特定大量買付者 

④特定大量買付者の特別関係者 

⑤上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承

  継した者 

⑥上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下

  にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認

  めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社

  法施行規則３条３項に定義される意味を有する。)をいう。) 

⑦有限責任中間法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス 

⑧有限責任中間法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の

  当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(但し、当該信託の受託者としての地位に基づいて保有す 

  る新株予約権に限る。) 

４. (1) 当社は、上記３(1)に定める行使条件が成就した場合には、取締役会決議により定めた日において、本

新株予約権のうち上記３(3)に定める者の新株予約権を除いた本新株予約権を取得することができる。

この場合には、当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対し

て、新株予約権１個当たり当社普通株式１株を交付する。この場合において、当社がかかる交付に先立

ち効力が発生する株式分割又は株式併合を行うときは、次のとおり対象株式数の調整を行う。なお、１

株未満の端数は切り捨てる。 

(2) 上記(1)に基づき当社により取得されなかった本新株予約権のうち、上記３(3)に定める者以外の者へ譲

渡された新株予約権については、当社は、取締役会決議により定めた日において、当該新株予約権を取

得することができる。この場合には、当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権

の新株予約権者に対して、新株予約権１個当たり当社普通株式１株を交付する。この場合において、当

社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割又は株式併合を行うときは、上記(1)に定める対象株

式数の調整の規定を準用する。  

(3) 当社は、上記３(1)に定める行使条件が成就した場合には、取締役会決議により定めた日(以下「取得

日」という。)において、本新株予約権のうち上記３(3)に定める者が保有する新株予約権の全部又は一

部（当社取締役会が別に定めるところによる。)を取得することができる。この場合には、当社は、本

新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対して、新株予約権１個当たり

以下の金銭を交付する。 

取得日に先立つ45取引目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値(気配表示を含む。)を平均した額（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。) 

(4) 上記(1)から(3)までに拘わらず、当社は、上記３(1)に定める行使条件が成就するまでの間において、

次の事由に該当する場合には、取締役会決議により定めた日において、本新株予約権の全部を無償で取

得する。 

ア．取締役会が当社の企業価値を最大化するために必要であると認めた場合 

イ．株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過半数となった場合 

ウ．上記ア.及びイ.のほか、取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断

    した場合 

  

調整後対象

株式数 
＝

調整前対象 

株式数 
×

株式分割又は 

株式併合の比率 
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５ 信託の設定の状況 

  

（※）基準日とは、本契約締結後、振替法が施行される日の前日までは、保振法第31条第1項各号の日を意味

し、振替法が施行される日以後は、振替法第151条第1項各号の日又は同条第８項に基づき総株主通知

が行われる日を意味する。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

（５）【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。 

  

委託者 有限責任中間法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス  

受託者 みずほ信託銀行株式会社  

受益者 

第一受益者は、行使条件の成就日直後の基準日（※）現在の発行会社の株主名

簿（実質株主名簿を含む。）に記載又は記録された株主（実質株主を含む。）

とする。 

第二受益者は、委託者とする。 

信託契約締結日 平成20年７月10日 

信託契約の期間 
平成20年７月10日から平成23年９月30日又は行使条件の成就日から３ヶ月間が

経過する日の何れか早い日までとする。 

信託目的 
受益者が信託契約に従い、新株予約権及び金銭を管理し、行使条件が成就した

場合に第一受益者に新株予約権を交付することを目的とする。 

信託財産 新株予約権110,000,000個及び金銭  

信託財産の交付理由 
本新株予約権募集事項に定める行使条件が成就し、かつ新株予約権の受益者へ

の交付につき当社取締役会による承認決議が行われたこと。 

信託財産の交付 

原則として、第一受益者が保有する当社株式１株当たり新株予約権２個を交付

するが、当社の発行済株式総数の増減があった場合には、その増減後の発行済

株式総数に応じて修正される。 

信託報酬 委託者負担 

信託の計算 計算期日は信託契約に定める所定の日及び信託終了日 

報告 当社及び委託者宛 

最終計算承認 当社及び委託者 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

 平成20年４月１日～ 

 平成20年６月30日 
－ 49,209,846 － 7,324 － 7,815 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができな

いので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載している。 
  

 ①【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式4,000株(議決権４個)が含まれ

ている。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式256株が含まれている。 

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 (注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

  

 役員の異動 

平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式  － － － 

議決権制限株式（自己株式等）  － － － 

議決権制限株式（その他）  － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
(自己保有株式) 

普通株式   2,507,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  46,344,000 46,344 － 

単元未満株式 普通株式   358,846 － － 

発行済株式総数 49,209,846 － － 

総株主の議決権 － 46,344 － 

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式) 

株式会社ウッドワン 

広島県廿日市市 

木材港南１－１ 
2,507,000 － 2,507,000 5.10 

計 － 2,507,000 － 2,507,000 5.10 

月別 
平成20年 
４月  

５月 ６月 

最高（円） 636 673 645 

最低（円） 557 589 586 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 

（製造本部長兼本社製造部長 

 兼関連事業室長） 

常務取締役  

（製造本部長兼本社製造部長）  竹田 平  平成20年８月１日  
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、西日本監査法人による四半期レビューを受けてい

る。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,326 4,502

受取手形及び売掛金 11,932 14,251

商品及び製品 9,724 9,850

仕掛品 3,543 6,117

原材料及び貯蔵品 9,602 8,620

その他 2,500 2,830

貸倒引当金 △80 △117

流動資産合計 41,550 46,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  13,159 ※1  13,456

機械装置及び運搬具（純額） ※1  13,714 ※1  13,886

立木（純額） ※1  25,650 ※1  24,964

その他（純額） ※1  14,709 ※1  15,614

有形固定資産合計 67,234 67,921

無形固定資産 623 2,255

投資その他の資産 ※2  17,479 ※2  15,783

固定資産合計 85,336 85,960

資産合計 126,887 132,016

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,925 7,404

短期借入金 28,024 25,081

1年内償還予定の社債 － 575

未払法人税等 180 217

引当金 934 598

その他 4,110 4,756

流動負債合計 40,174 38,634

固定負債   

社債 15,000 16,087

長期借入金 28,091 28,854

引当金 699 840

その他 4,558 4,429

固定負債合計 48,349 50,211

負債合計 88,523 88,845
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,324 7,324

資本剰余金 7,816 7,816

利益剰余金 20,482 21,313

自己株式 △2,119 △2,116

株主資本合計 33,503 34,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △117

繰延ヘッジ損益 1,100 752

為替換算調整勘定 1,749 1,246

評価・換算差額等合計 2,833 1,880

新株予約権 135 113

少数株主持分 1,889 6,838

純資産合計 38,363 43,171

負債純資産合計 126,887 132,016
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 19,521

売上原価 13,373

売上総利益 6,148

販売費及び一般管理費 ※  6,187

営業損失（△） △39

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 31

その他 152

営業外収益合計 191

営業外費用  

支払利息 312

売上割引 134

その他 24

営業外費用合計 472

経常損失（△） △320

特別利益  

固定資産売却益 15

為替差益 1,019

その他 238

特別利益合計 1,274

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券売却損 11

子会社株式売却損 1,115

その他 57

特別損失合計 1,186

税金等調整前四半期純損失（△） △232

法人税、住民税及び事業税 104

法人税等調整額 83

法人税等合計 187

少数株主利益 131

四半期純損失（△） △551
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △232

減価償却費 1,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △38

支払利息 312

為替差損益（△は益） △862

固定資産売却損益（△は益） △14

子会社株式売却損益（△は益） 1,115

投資有価証券売却損益（△は益） 12

投資有価証券評価損益（△は益） 56

売上債権の増減額（△は増加） △277

たな卸資産の増減額（△は増加） 393

仕入債務の増減額（△は減少） 184

その他 △1,042

小計 778

利息及び配当金の受取額 43

利息の支払額 △365

法人税等の支払額 △86

営業活動によるキャッシュ・フロー 369

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △546

有形固定資産の売却による収入 16

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 641

子会社株式の取得による支出 △2,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

660

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,231

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,951

長期借入れによる収入 1,927

長期借入金の返済による支出 △2,752

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △238

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87

現金及び現金同等物の期首残高 4,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,326
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更 

  当第１四半期連結会計期間において、

株式売却を行い、以下の会社を連結の範

囲から除外している。 

  株式会社ベルテクノ 

 株式会社ベル染色 

 株式会社ベルテクノプラント工業 

 株式会社関東ベルテクノ技研 

 株式会社サンスタージャパン 

  百特諾(上海)科貿有限公司 

（2）変更後の連結子会社の数 

 20社 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として低価法によ

っていたが、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主と

して原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定している。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影

響はない。 
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【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

一般債権の貸倒見積高の算定

方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績

率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連

結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定している。 

棚卸資産の評価方法  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合

理的な方法により算定する方法によってい

る。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを

行う方法によっている。 

経過勘定項目の算定方法  固定費的な要素が大きく、予算と実績の

差異が僅少のものについては、合理的な算

定方法による概算額で計上する方法によっ

ている。 

法人税等並びに繰延税金資産

及び繰延税金負債の算定方法

 法人税等の納付税額の算定に関しては、

加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっている。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるので、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によ

っている。  

未実現損益の消去  四半期連結会計期間末在庫高に占める当

該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益

率を合理的に見積って計算している。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 該当事項なし。 
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【追加情報】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置のうち木材木製品製造に係る機械につい

ては、従来、耐用年数を９、10年としていたが、当第１四

半期連結会計期間より８年に変更した。 

 この変更は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20

年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間か

ら改正後の耐用年数を適用している。 

 これにより、営業損失は、26百万円増加し、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ27百万円増加し

ている。 

当第１半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、65,436百万円で

ある。 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 投資その他の資産         127百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、68,052百万円で

ある。 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 投資その他の資産         181百万円  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 販売費及び一般管理費の主な科目と金額は、次のとお

りである。 

 運送費  1,212 百万円

 広告宣伝費 597   

給料手当  1,300  

賞与引当金繰入額 242  

賃借料  481  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  （百万円）

現金及び預金勘定 4,326 

現金及び現金同等物  4,326 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

  

２．自己株式に関する事項 

  

３．新株予約権等に関する事項 

(注)１. 第一回ＳＰＣ方式信託型セキュリティプラン型新株予約権は、特定大量保有者による提出会社に対する濫

用的な買収等によって提出会社の企業価値を毀損することを未然に防止し、提出会社に対する買収等の提

案がなされた場合に、提出会社の企業価値の最大化を達成するために必要かつ合理的な企業価値防衛策を

用いることを目的として発行している。現時点では特定大量保有者による提出会社に対する買収等の提案

がなされていないため、当該新株予約権の権利行使期間初日は到来していない。  

２. ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。 

  

４．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

（2）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

末後となるもの  

  

 該当事項なし。 

株式の種類 
当第１四半期 

連結会計期間末 

 普通株式（千株） 49,209 

株式の種類 
当第１四半期 

連結会計期間末 

 普通株式（千株） 2,511 

会社名 内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の 

目的となる株式の数

（千株）  

当第１四半期 

連結会計期間末残高 

（百万円） 

提出会社 

第一回ＳＰＣ方式信

託型セキュリティプ

ラン型新株予約権  

普通株式 100,000 － 

提出会社 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

普通株式 － 135 

合計 100,000 135 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 280 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．プラント事業を営む株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の株式を平成20年４月22日開催の取締役会の

決議により全て売却したことにより、当第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントから当該事業

を除外している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりである。 

 その他の地域……フィリピン共和国、マレーシア 

  

  
住宅建材事業 
（百万円） 

住宅設備機器事
業（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 15,728 3,793 19,521 － 19,521 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
7 － 7 (7) － 

計 15,735 3,793 19,528 (7) 19,521 

営業利益又は営業損失(△) 85 △125 △39 － △39 

事業区分 主要製品 

住宅建材事業 造作材、床材、内装材、構造材 

住宅設備機器事業 厨房機器、洗面機器、浴槽機器  

  
日本 

（百万円） 
米国 

（百万円）

ニュージ 
ーランド
（百万円）

中華人民 
共和国 

（百万円）

その他 
の地域 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円）

連結 
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に 

対する売上高 
16,071 2,041 1,378 21 9 19,521 － 19,521 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
11 － 2,077 1,238 1,073 4,401 (4,401) － 

計 16,083 2,041 3,455 1,260 1,083 23,923 (4,401) 19,521 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△528 169 172 △7 △6 △201 (161) △39 
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【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

その他の地域……ニュージーランド、中華人民共和国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

（有価証券関係） 

 当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められ

ないため、記載していない。 

  

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）  

対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる。  

 （注）１．時価の算定方法 

      期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。 

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、除いている。 

  

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 22百万円 

  

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項なし。 

  

  米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,041 1,356 3,397 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 19,521 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.5 6.9 17.4 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 為替予約取引  36,170 △3,423 △3,423 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

  

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。  

  

２．１株当たり四半期純損失金額 

  

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 778.13円 １株当たり純資産額 775.53円

  
当第１四半期連結会計期間末 

（平成20年６月30日） 
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 38,363 43,171 

普通株式に係る純資産額（百万円） 36,337 36,219 

差額の主な内訳（百万円）     

（うち新株予約権） (135) (113) 

（うち少数株主持分） (1,889) (6,838) 

普通株式の発行済株式数（株） 49,209,846 49,209,846 

普通株式の自己株式数（株） 2,511,533 2,507,256 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株） 
46,698,313 46,702,590 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額(△) △11.81円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載していない。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失(△)（百万円） △551 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純損失(△)（百万円） △551 

期中平均株式数（株） 46,700,689 
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（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

  

２【その他】 

 該当事項なし。 

  

  

  

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

該当事項なし。 

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っているが、当四

半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年

度末に比べて著しい変動が認められないため、記載してい

ない。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月８日

株式会社ウッドワン 

取締役会 御中 

西日本監査法人 

 
代表社員
業務執行社員  

公認会計士 金 本 善 行 

 
代表社員
業務執行社員  

公認会計士 梶 田   滋 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウッド

ワンの平成20年４月１日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウッドワン及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



本書は再生紙を使用しております
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